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(57)【要約】
【課題】本発明は、微小な振動を検出できるフィルム状
の高感度振動センサに、人が無拘束で接することで心臓
の鼓動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによ
る振動を検出する。この振動の有無、振動の強弱、振動
の継続時間をもとにして人と物体の区別、人の存在の有
無、静止と運動の状態から健康異変を感知して通報する
生体感知振動センサ装置の提供を目的とする。
【解決手段】上記目的を達成するために本発明の生体感
知装置は、生体の心臓の拍動による振動、肺呼吸による
振動、身体の動きによる振動を検出し振動性電圧信号を
出力する多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルム
の生体振動センサ手段を有することを特徴としている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体の心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出し振動性
電圧信号を出力する多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムの生体振動センサ手段
を有する生体感知振動センサ装置。
【請求項２】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、基準となる電圧をもとに前記
振動性電圧信号を比較判定して通報する通報判定処理手段を有する生体感知振動センサ装
置。
【請求項３】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記生体の存在を検出するこ
との比較基準となる存在基準電圧値を入力設定する存在基準電圧設定手段を有する生体感
知振動センサ装置。
【請求項４】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記生体の身体の動きを検出
することの比較基準となる運動基準電圧値を入力設定する運動基準電圧設定手段を有する
生体感知振動センサ装置。
【請求項５】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記存在基準電圧値をもとに
前記振動性電圧信号を比較判定して前記存在基準電圧値以上で前記生体が存在中であるこ
との検出、及び前記振動性電圧信号を比較判定して前記存在基準電圧値以下で前記生体が
不在中であることの検出し存在不在信号を出力する存在不在検出手段を有する生体感知振
動センサ装置。
【請求項６】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記運動基準電圧値をもとに
前記振動性電圧信号を比較判定して前記運動基準電圧値以上で前記生体が運動中であるこ
との検出、及び前記振動性電圧信号を比較判定して前記運動基準電圧値以下で前記生体が
静止中であることの検出し運動静止信号を出力する運動静止検出手段を有する生体感知振
動センサ装置。
【請求項７】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記生体が存在中の継続状態
を検出することの存在経過許容時間値、叉は不在中の継続状態を検出することの不在経過
許容時間値の何れか一方又は双方を入力設定する存在不在許容時間設定手段を有する生体
感知振動センサ装置。
【請求項８】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記生体が運動中の継続状態
を検出することの運動経過許容時間値、叉は静止中の継続状態を検出することの静止経過
許容時間値の何れか一方又は双方を入力設定する運動静止許容時間設定手段を有する生体
感知振動センサ装置。
【請求項９】
前記通報判定処理手段は、前記存在不在信号、叉は前記運動静止信号の何れか一方又は双
方をもとに判定処理し通報する請求項１記載の生体感知振動センサ装置。
【請求項１０】
前記通報判定処理手段は、前記存在経過許容時間値、叉は前記不在経過許容時間値の何れ
か一方又は双方をもとに前記存在不在信号の経過時間との比較で判定処理して通報する請
求項１記載の生体感知振動センサ装置。
【請求項１１】
前記通報判定処理手段は、前記静止経過許容時間値、叉は前記運動経過許容時間値の何れ
か一方又は双方をもとに前記運動静止信号の経過時間との比較で判定処理して通報する請
求項１記載の生体感知振動センサ装置。
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【請求項１２】
前記通報判定処理手段は、音による通報音叉は光による通報光の何れか一方又は双方で通
報することを特徴とする請求項１記載の生体感知振動センサ装置。
【請求項１３】
前記通報判定処理手段は、前記通報音叉は前記通報光で通報することに先立ち、通報が発
せられることの旨を知らせる予鈴を発することを特徴とする請求項１記載の生体感知振動
センサ装置。
【請求項１４】
前記通報判定処理手段は、前記通報音と異なる音、前記通報音を小音量から大音量に移行
する音、音声、メッセージ案内音、前記通報光の何れか叉は何れかとの組み合わせで前記
予鈴を発することを特徴とする請求項１記載の生体感知振動センサ装置。
【請求項１５】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記予鈴を継続する時間の予
鈴継続許容時間値を入力設定する予鈴時間設定手段を有する生体感知振動センサ装置。
【請求項１６】
前記通報判定処理手段は、前記予鈴継続許容時間値をもとに前記予鈴を発している間で、
通報の前記判定処理の条件が解除されると、前記予鈴を中止することを特徴とする請求項
１記載の生体感知振動センサ装置。
【請求項１７】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記振動性電圧信号のアナロ
グ信号をデジタル信号に変換し生体振動デジタル信号とするＡＤ変換手段を有する生体感
知振動センサ装置。
【請求項１８】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、前記振生体振動デジタル信号
を記憶する生体振動情報記憶手段を有する生体感知振動センサ装置。
【請求項１９】
請求項１記載の生体感知振動センサ知装置において、さらに、前記振動性電圧信号をもと
に可聴音領域に変換した生体振動音を発生する生体振動音発生手段を有する生体感知振動
センサ装置。
【請求項２０】
前記生体振動音発生手段は、前記存在基準電圧値をもとに前記振動性電圧信号を比較判定
して前記存在基準電圧値以上、叉は前記運動基準電圧値をもとに前記振動性電圧信号を比
較判定して前記運動基準電圧値以上で可聴音領域に変換した前記生体振動音を発生ること
を特徴とする請求項１記載の生体感知振動センサ装置。
【請求項２１】
前記生体振動音発生手段は、前記存在不在信号、叉は前記運動静止信号で可聴音領域に変
換した前記生体振動音を発生ることを特徴とする請求項１記載の生体感知振動センサ装置
。
【請求項２２】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、さらに、有線通信叉は無線通信で前記
生体振動音を伝送する通信伝送手段を有する生体感知振動センサ装置。
【請求項２３】
請求項１記載の生体感知振動センサ装置において、前記生体振動センサ手段の前記多孔性
ポリプロピレンエレクトレットフィルムにかえて、高分子圧電体であるポリフッ化ビニリ
デンフィルムであることを特徴とする生体感知振動センサ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、生体を無拘束で心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる
振動を検出することをもとに、生体の存在の有無、運動と静止の状態を感知する知振動セ
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ンサ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
無拘束で人の存在を感知するセンサ装置は、人体が発する赤外線を感知する焦電型赤外線
センサ叉は人の重さを検出する感圧導電性ゴムセンサを用いた自動ドアの開閉用スイッチ
や人侵入感知器などがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
焦電型赤外線センサは、差し込む太陽光の赤外線の揺らぎ、車のエンジン熱などと高温の
物体から発する赤外線に反応して人と物体の存在の区別が出来ない。赤外線の変化の検出
であって、人が動いている状態は検出するが静止した状態の検出ができない。
【０００４】
感圧導電性ゴムセンサは、人の重さと同等の物体にも反応して、人と物体の存在の区別が
出来ない。重量による検出であって、人が静止叉は動いている状態の違いの検出が出来な
い。
【０００５】
そこで本発明は、微小な振動を検出できるフィルム状の高感度振動センサに、人が無拘束
で接することで心臓の鼓動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出
する。この振動の有無、振動の強弱、振動の継続時間をもとにして人と物体の区別、人の
存在の有無、静止と運動の状態から健康異変を感知して通報する生体感知振動センサ装置
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために本発明の生体感知振動センサ装置は、生体の心臓の拍動による
振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出し振動性電圧信号を出力する多孔
性ポリプロピレンエレクトレットフィルムの生体振動センサ手段を有することを特徴とし
ている。
【０００７】
基準となる電圧をもとに振動性電圧信号を比較判定して通報する通報判定処理手段を有す
ることを特徴としている。
【０００８】
生体の存在を検出することの比較基準となる存在基準電圧値を入力設定する存在基準電圧
設定手段を有することを特徴としている。
【０００９】
生体の身体の動きを検出することの比較基準となる運動基準電圧値を入力設定する運動基
準電圧設定手段を有することを特徴としている。
【００１０】
存在基準電圧値をもとに振動性電圧信号を比較判定して存在基準電圧値以上で生体が存在
中であることの検出、及び振動性電圧信号を比較判定して存在基準電圧値以下で生体が不
在中であることの検出し存在不在信号を出力する存在不在検出手段を有することを特徴と
している。
【００１１】
運動基準電圧値をもとに振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧値以上で生体が運動
中であることの検出、及び振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧値以下で生体が静
止中であることの検出し運動静止信号を出力する運動静止検出手段を有することを特徴と
している。
【００１２】
生体が存在中の継続状態を検出することの存在経過許容時間値、叉は不在中の継続状態を
検出することの不在経過許容時間値の何れか一方、又は双方を入力設定する存在不在許容
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時間設定手段を有することを特徴としている。
【００１３】
生体が運動中の継続状態を検出することの運動経過許容時間値、叉は静止中の継続状態を
検出することの静止経過許容時間値の何れか一方、又は双方を入力設定する運動静止許容
時間設定手段を有することを特徴としている。
【００１４】
通報判定処理手段は、存在不在信号、叉は運動静止信号の何れか一方又は双方をもとに判
定処理し通報することを特徴としている。
【００１５】
通報判定処理手段は、存在経過許容時間値、叉は不在経過許容時間値の何れか一方、又は
双方をもとに、存在不在信号の経過時間との比較で判定処理して通報することを特徴とし
ている。
【００１６】
通報判定処理手段は、静止経過許容時間値、叉は運動経過許容時間値の何れか一方、又は
双方をもとに運動静止信号の経過時間との比較で判定処理して通報することを特徴として
いる。
【００１７】
通報判定処理手段は、音による通報音、叉は光による通報光の何れか一方、又は双方で通
報することを特徴としている。
【００１８】
通報判定処理手段は、通報音、叉は通報光で通報することに先立ち、通報が発せられるこ
との旨を知らせる予鈴を発することを特徴としている。
【００１９】
通報判定処理手段は、通報音と異なる音、通報音を小音量から大音量に移行する音、音声
、メッセージ案内音、通報光の何れか、叉は何れかとの組み合わせで予鈴を発することを
特徴としている。
【００２０】
予鈴を継続する時間の予鈴継続許容時間値を入力設定する予鈴時間設定手段を有すること
を特徴としている。
【００２１】
通報判定処理手段は、予鈴継続許容時間値をもとに予鈴を発している間で、通報の判定処
理の条件が解除されると、予鈴を中止することを特徴としている。
【００２２】
振動性電圧信号のアナログ信号をデジタル信号に変換し生体振動デジタル信号とするＡＤ
変換手段を有することを特徴としている。
【００２３】
振生体振動デジタル信号を、記憶する生体振動情報記憶手段を有することを特徴としてい
る。
【００２４】
振動性電圧信号をもとに可聴音領域に変換した生体振動音を発生する生体振動音発生手段
を有することを特徴としている。
【００２５】
生体振動音発生手段は、存在基準電圧値をもとに振動性電圧信号を比較判定して存在基準
電圧値以上、叉は運動基準電圧値をもとに振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧値
以上で可聴音領域に変換した生体振動音を発生ることを特徴としている。
【００２６】
生体振動音発生手段は、存在不在信号、叉は運動静止信号で可聴音領域に変換した生体振
動音を発生ることを特徴としている。
【００２７】
有線通信、叉は無線通信で生体振動音を伝送する通信伝送手段を有することを特徴として
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いる。
【００２８】
生体振動センサ手段の多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムにかえて、高分子圧
電体であるポリフッ化ビニリデンフィルムであることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２９】
本発明によって、トイレ、浴室、ベッド、廊下、椅子などと人が留まる場所に設置するこ
とにより人に無拘束で日常の生活活動に支障を与えること無く、心臓の鼓動による振動、
肺呼吸による振動及び身体の動きによる振動を検出し監視することで、人の健康異変を感
知して通報叉は遠隔地からの安否確認をすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
本発明の生体感知振動センサ装置を図面に基づいて説明する。図１は実施例における装置
構成の概要を示すブロック図である。生体振動センサ手段１０の多孔性ポリプロピレンエ
レクトレットフィルム２０は、ポリプロピレン高分子フィルムの内部に無数の空孔を形成
した構造であって、さらに高電圧放電を加えて空孔に電荷を蓄積させている。このフィル
ムの両面を導電性シート、導電性ペーストなどで挟み込み電極端子を構成する。このフィ
ルムの面に圧力が加わると電極端子に電圧が生じることを特徴としている。またこの多孔
性ポリプロピレンエレクトレットフィルム２０はＥＭＦｉフィルム（ＥｌｅｃｔｒｏＭｅ
ｃｈａｎｉｃａｌＦｉｌｍ）の名称でも表される。この多孔性ポリプロピレンエレクトレ
ットフィルム２０に、人が直接又は物体を介在して接する状態において、心臓の拍動によ
る振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を電圧の変化として検出することがで
きる。検出された振動は、電気信号である「振動性電圧信号」として出力される。「振動
性電圧信号」は、必要に応じて信号増幅アンプ部３０で増幅される。
【００３１】
存在不在検出手段３００は、心臓の拍動、肺呼吸による振動を検出することで生体と物体
の区別し人の存在の有無を感知する。アナログコンパレータ部３１０で、存在基準電圧設
定手段２００の「存在基準電圧値」をもとに、存在基準電圧発生器２１０による基準電圧
と「振動性電圧信号」とで比較判定する。「振動性電圧信号」が「存在基準電圧値」以上
で人が存在中であることの検出及び「振動性電圧信号」が「存在基準電圧値」以下で人が
不在中であることの検出し「存在不在信号」を出力する。
【００３２】
運動静止検出手段４００は、身体の動きによる振動を検出することで人の運動及び静止の
状態を感知する。アナログコンパレータ部４１０で、運動基準電圧設定手段２２０の「運
動基準電圧値」をもとに運動基準電圧発生器２３０による基準電圧と「振動性電圧信号」
とで比較判定する。「振動性電圧信号」が「運動基準電圧値」以上で、人が運動中である
ことの検出及び「振動性電圧信号」が「運動基準電圧値」以下で人が静止中であることの
検出し「運動静止信号」を出力する。
【００３３】
存在基準電圧設定手段２００は、存在基準電圧発生器２１０で「存在基準電圧値」の基準
電圧を発生させる。存在基準電圧発生器２１０は、デジタル信号の制御でアナログ電圧を
発生させるＤ／Ａコンバータ機能を備えている。「存在基準電圧値」の入力設定は、中央
処理ＣＰＵ部６００の支配下にある設定スイッチなどを用いて設定する。このスイッチの
接点状態を中央処理ＣＰＵ部６００が読み取り、プログラム記憶メモリー部６１０に「存
在基準電圧値」のデータとして取り込む。またプログラム記憶メモリー部６１０に「存在
基準電圧値」のデータを事前に書き込むことにより、設定スイッチは省くことができる。
【００３４】
運動基準電圧設定手段２２０は、運動基準電圧発生器２３０で「運動基準電圧値」の基準
電圧を発生させる。運動基準電圧発生器２３０は、デジタル信号の制御でアナログ電圧を
発生させるＤ／Ａコンバータ機能を備えている。「運動基準電圧値」の入力設定は、中央
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処理ＣＰＵ部６００の支配下にある設定スイッチなどを用いて設定する。このスイッチの
接点状態を中央処理ＣＰＵ部６００が読み取り、プログラム記憶メモリー部６１０に「運
動基準電圧値」のデータとして取り込む。またプログラム記憶メモリー部６１０に「運動
基準電圧値」のデータを事前に書き込むことにより、設定スイッチは省くことができる。
【００３５】
存在不在許容時間設定手段１１０は、通報判定処理手段７００で、「存在不在信号」の経
過時間との比較判定の処理に要する「存在経過許容時間値」及び「不在経過許容時間値」
の入力設定は、中央処理ＣＰＵ部６００の支配下にある設定スイッチなどを用いて設定す
る。このスイッチの接点状態を中央処理ＣＰＵ部６００が読み取り、プログラム記憶メモ
リー部６１０に「存在経過許容時間値」、及び「不在経過許容時間値」のデータとして取
り込む。また中央処理ＣＰＵ部６００のプログラム記憶メモリー部６１０に「存在経過許
容時間値」、「不在経過許容時間値」のデータを事前に書き込むことにより、設定スイッ
チは省くことができる。
【００３６】
運動静止許容時間設定手段１００は、通報判定処理手段７００で、「運動静止信号」の経
過時間との比較判定の処理に要する「運動経過許容時間値」及び「静止経過許容時間値」
の入力設定は、中央処理ＣＰＵ部６００の支配下にある設定スイッチなどを用いて設定す
る。このスイッチの接点状態を中央処理ＣＰＵ部６００が読み取り、プログラム記憶メモ
リー部６１０に「運動経過許容時間値」、及び「静止経過許容時間値」のデータとして取
り込む。また中央処理ＣＰＵ部６００のプログラム記憶メモリー部６１０に「運動経過許
容時間値」、「静止経過許容時間値」のデータを事前に書き込むことにより、設定スイッ
チは省くことができる。
【００３７】
通報判定処理手段７００は、判定処理ＣＰＵ部７１０で、事前の判定条件に従い、「存在
不在信号」「運動静止信号」をもとに判定処理して通報すること、及び「存在経過許容時
間値」「不在経過許容時間値」をもとに「存在不在信号」の経過時間と比較の判定処理し
て通報すること、及び「静止経過許容時間値」「運動経過許容時間値」をもとに「運動静
止信号」の経過時間と比較の判定処理して通報する。また事前の判定条件は、判定処理Ｃ
ＰＵ部７１０の運用ソウトウェアプログラムに判定の条件を設定する。通報判定処理手段
７００の判定処理ＣＰＵ部７１０の処理機能は、中央処理ＣＰＵ部６００の処理機能で代
行させることもできる。
【００３８】
通報は、ブザー・スピーカー７２０などの音による通報音、叉はＬＥＤ７３０などの光に
よる通報光で知らせる。また通報音叉は通報光で通報することに先立ち、通報が発せられ
ることの旨を本装置に関わる対象の人に知らせる予鈴を発する。予鈴は、通報音と異なる
音、通報音を小音量から大音量に移行する音、音声、メッセージ案内音、光で発する。予
鈴の継続時間は、予鈴時間設定手段１２０による「予鈴継続許容時間値」による時間まで
継続して予鈴を発する。予鈴を発している間で、通報判定処理手段７００における通報の
判定条件が解除されると、予鈴及び通報を中止する。判定条件の解除がなければ、続いて
通報である通報音、叉は通報光を発する。
【００３９】
予鈴時間設定手段１２０での「予鈴継続許容時間値」の入力設定は、中央処理ＣＰＵ部６
００の下支配下にある設定スイッチなどを用いて設定する。このスイッチの接点状態を中
央処理ＣＰＵ部６００が読み取り、プログラム記憶メモリー部６１０に「予鈴継続許容時
間値」のデータとして取り込む。また中央処理ＣＰＵ部６００のプログラム記憶メモリー
部６１０に「予鈴継続許容時間値」のデータを事前に書き込むことにより、設定スイッチ
は省くことができる。
【００４０】
ＡＤ変換手段８００は、「振動性電圧信号」のアナログ信号をデジタル信号に変換し「生
体振動デジタル信号」とする。この「生体振動デジタル信号」は、中央処理ＣＰＵ部６０
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０で「存在基準電圧値」と比較判定し「存在不在信号」とすることで存在不在検出手段３
００の代わりとなる。また「運動基準電圧値」と比較判定し「運動静止信号」とすること
で運動静止検出手段４００の代わりとなる。さらに「生体振動デジタル信号」は、生体振
動情報記憶手段５００に記憶することで、後に振動の情報解析に利用することができる。
【００４１】
生体振動音発生手段は、生体の振動の状態を可聴音領域の音で表す。「存在基準電圧値」
をもとに「振動性電圧信号」を比較判定して「存在基準電圧値」以上で「生体振動音」を
発する。叉は「運動基準電圧値」をもとに「振動性電圧信号」を比較判定して「運動基準
電圧値」以上で「生体振動音」を発する。叉は「存在不在信号」叉は「運動静止信号」で
「生体振動音」を発する。この「生体振動音」は、人の安否確認などで通信伝送手段１１
００の電話回線、無線通信機などを用いて遠隔地へ伝送する。また振動の感知状況の確認
などでブザー・スピーカー７２０を通して聴取できる。
【００４２】
外部信号入出力部１０００は他の生体感知振動センサ装置と連動させて運用するときの、
データ情報の受け渡し口となる。また外部スイッチなどの接続の受け入れ口にもなる。
【００４３】
生体感知振動センサ装置の、稼動の開始と終了は、装置電源スイッチの投入／切断で行な
うことするが、装置稼動の状態で外部信号入出力部１０００に接続された外部スイッチな
どの投入／切断をもって、稼動中断と稼動再開の制御信号とすることもある。
【００４４】
図２は、実施例における運用の概要を示す図である。生体感知振動センサ装置を「トイレ
」に設置して、人の健康異変を感知し通報する。「生体振動センサ手段」を便器前の足元
に設置することで便器に座って用、叉は立って用便する場合でも、必ず人と「生体振動セ
ンサ手段」が接する状態となる。
【００４５】
生体感知振動センサ装置の稼動の開始終了は、「トイレ」入退室の時に装置電源スイッチ
の投入／切断で行なう。しかし装置電源スイッチ操作を忘れがちの状況において、生体感
知振動センサ装置を稼動したままでの入退室の把握は、ドア開閉、叉は入り口通過の行動
動作をドア開閉感知スイッチ、叉は光センサスイッチなどから取得する。例えば、ドア開
閉感知スイッチなどをドアに取り付け、そのドア開閉信号を、生体感知振動センサ装置の
「外部信号入出力部１０００（図１）」より取り込むことで把握する。「トイレ」への入
室確認は、ドア開閉信号に続いて「存在不在信号（存在中）」、「運動静止信号（運動中
）」が検出されることで、人が「トイレ」に入室したと判断する。「トイレ」からの退室
確認は、ドア開閉信号とともに「存在不在信号（不在中）」、「運動静止信号（静止中）
」が継続して出力されることで退室したと判断する。
【００４６】
健康異変の感知において、健康な状態では、用便中に身体が動くことで、「存在不在信号
（存在中）」と「運動静止信号（運動中）」が継続して出力される。健康の異変では、身
体の動きが停止、心臓や肺呼吸の停止、叉は転倒などで「生体振動センサ手段」からの離
脱が生じる。これにより「存在不在信号（不在中）」、叉は「運動静止信号（静止）」が
継続して出力される。これらの信号の経過時間と、事前に設定された「存在経過許容時間
値」、「不在経過許容時間値」、及び「静止経過許容時間値」、「運動経過許容時間値」
との比較判断により、健康の異変として通報を発する。
【００４７】
しかしながら健康な状態であっても、時として身体の動きの静かな状態が続き、「運動静
止信号（静止）」が継続して出力されて健康の異変と判断し通報を発することが生じる。
そこで健康の異変叉は健康な状態のいずれかを再度に判断するために、通報音を発する前
に予鈴音で本人に知らせる。この予鈴音を聴き取った本人が、健康な状態であれば、意識
的に身体を動かし予鈴音及び通報音の発生を解除する。健康の異変の事態であれば、意識
的に身体を動かさず叉は、動きが無いことで、健康の異変と判断して通報音を発する。



(9) JP 2008-93395 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

【００４８】
また「トイレ」のドアを開けたままの状態、ドアが無い、ドア開閉感知スイッチなどが取
り付けられないなどの事情によりドア開閉信号が取得できない場合は、「トイレ」入り口
の足元に「生体振動センサ手段」を設置した生体感知振動センサ装置を追加する。「トイ
レ」室内の生体感知振動センサ装置と「外部信号入出力部１０００（図１）」を介在して
互いに繋がり連動させることで、入退室の確認をする。人が、「トイレ」への入室時は、
まず入り口の生体感知振動センサ装置が感知し、続いて人が移動し入室すると、入り口で
の感知が無くなとともに、室内の生体感知振動センサ装置で感知されることで入室と判断
する。「トイレ」からの退室時は、室内の生体感知振動センサ装置での感知が無くなると
ともに、入り口の生体感知振動センサ装置で感知されることで退室と判断する。これによ
り、移動の方向と「トイレ」への入室、退室の状態が把握できる。
【００４９】
図３は、実施例における運用の概要を示す図である。「浴室」に生体感知振動センサ装置
を設置して、人の健康異変を感知し通報する。「生体振動センサ手段」を洗い場叉は浴槽
に設置する。双方に設置して運用する場合は互いの生体感知振動センサ装置が繋がり連動
する。生体感知振動センサ装置の稼動の開始終了は、「浴室」入退室の時に装置電源スイ
ッチの投入／切断で行なう。しかし装置電源スイッチ操作を忘れがちの状況において、装
置を稼動したままでの入退室の把握は、「トイレ」と同様に、ドア開閉感知スイッチなど
でドア開閉を把握する。叉は「トイレ」と同様に入り口の足元に「生体振動センサ手段」
を設置した生体感知振動センサ装置を追加することで入室、退室の確認ができる。健康異
変の感知においては「トイレ」の運用と同様に、「存在不在信号」叉は「運動静止信号」
をもとに出力の経過時間と、事前に設定された「存在経過許容時間値」、「不在経過許容
時間値」及び「静止経過許容時間値」、「運動経過許容時間値」との比較判断により、通
報する。また通報音を発する前に予鈴音で本人に知らせることも「トイレ」の運用と同様
である。
【００５０】
「ベッド」叉は寝具に生体感知振動センサ装置を設置して、寝具からの離床を感知し通報
する。「生体振動センサ手段」は寝具の下に設置する。離床の感知は「存在不在信号」、
叉は「運動静止信号」をもとに出力の経過時間と、事前に設定された「存在経過許容時間
値」、「不在経過許容時間値」、及び「静止経過許容時間値」、「運動経過許容時間値」
との比較判断により通報する。
【００５１】
「安否確認」は、「生体振動音」を電話回線、無線通信機など用いて遠隔地へ伝送する。
遠隔地の人は、「生体振動音」を聴くことで安否の確認ができる。「安否確認」で、生体
感知振動センサ装置の設置は、トイレ、浴室などはもとより、人が安全確保ために身につ
ける安全ベスト、反射ベスト、安全反射タスキ、ライフジャケット、ヘルメット救命胴衣
、救命衣、反射リストバンド、安全帯などに設置し健康異変時において安否の確認をする
ことができる。さらにベルト、靴、リュックサックなどに設置して健康異変時に安否の確
認をすることができる。本発明の生体感知振動センサ装置は、この実施例に限定するもの
ではない。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の生体感知振動センサ装置は、馬、犬、猫などと動物も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】は、実施例における装置構成の概要を示すブロック図である。
【図２】は、実施例における運用の概要を示す図である。
【図３】は、実施例における運用の概要を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
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　　１０　生体振動センサ手段
　　２０　多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルム
　　３０　信号増幅アンプ部
　１００　運動静止許容時間設定手段
　１１０　存在不在許容時間設定手段
　１２０　予鈴時間設定手段
　２００　存在基準電圧設定手段
　２１０　存在基準電圧発生器
　２２０　運動基準電圧設定手段
　２３０　運動基凖電圧発生器
　３００　存在不在検出手段
　３１０　アナログコンパレータ部
　４００　運動静止検出手段
　４１０　アナログコンパレータ部
　５００　生体振動情報記憶手段
　６００　中央処理ＣＰＵ部
　６１０　プログラム記憶メモリー部
　７００　通報判定処理手段
　７１０　判定処理ＣＰＵ部
　７２０　ブザー・スピーカー
　７３０　ＬＥＤ
　８００　ＡＤ変換手段
　９００　生体振動音発生手段
１０００　外部信号入出力部
１１００　通信伝送手段
【図１】 【図２】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种生物体感应振动传感器装置，其感测和通知振
动的存在/不存在，振动的强度，基于振动持续时间的人与物品之间的区
别，存在/不存在人体，以及静止状态和运动状态之间的状态的健康异
常，其方式是心脏的心跳振动，肺呼吸的振动，并通过运动检测振动当
人类与薄膜形式的高灵敏度振动传感器接触时的身体，其可以无限制地
检测微小的振动。 ŽSOLUTION：这种生物体感应装置具有多孔聚丙烯
驻极体薄膜的活体振动传感器装置，其通过活体心脏的心跳，肺呼吸的
振动和通过运动的振动来检测振动。主体，并输出振荡电压信号。 Ž
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